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第８期介護保険事業計画作成委員会 
資料５ 令和２年８月１日（土） 

保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金について 
 

１ 保険者機能強化推進交付金について 
 （１）保険者機能強化推進交付金とは 
   平成 29 年地域包括ケア強化法において創設された制度であり、保険者機能の強化に向けて、高齢者の自立支援・重度化防止

等に関する様々な取組の達成状況に関する評価指標を設定した上で、その指標成果に基づき国から交付金が交付され、平成 30
年度から実施される。 

 
（２）国の交付金の予算額 

   200 億円（うち、市町村分は約 190 億円） 
 
（３）交付額の算定方法 

   各市町村の交付額 ＝ 
当該市町村の予算総額（190億円程度）× 当該市町村の評価点数×当該市町村の第 1号被保険者数

（各市町村の評価点数×各市町村の第 1号被保険者数）の総和
 

 
（４）本組合への交付額（令和元年度） 

   交付額：25,124 千円  【内訳】島原市：7,833 千円 雲仙市：7,877 千円 南島原市：9,414 千円 
 
（５）交付金の活用状況 

   介護保険特別会計に充当し、地域支援事業等に活用 



2 
 

 

出典：令和元年 9 月 27日社会保障審議会介護保険部会（第８2回）厚生労働省資料 
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（６）令和元年度の評価について（平成 30年度の取組） 

項目 項目数 
得点／配点 

島原市 雲仙市 南島原市 
Ⅰ PDCA サイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築 ９ 70／80 70／80 70／80 
Ⅱ 自立支援、重度化防止等 
  に資する施策の推進 

 （１）地域密着型サービス ４ 18／47 18／47 18／47 
 （２）介護支援専門員・介護サービス事業所 ２ 25／30 25／30 25／30 
 （３）地域包括支援センター 15 86／143 101／143 91／143 
 （４）在宅医療・介護連携 7 53／68 58／68 50／68 
 （５）認知症総合支援 ４ 33／46 33／46 33／46 
 （６）介護予防／日常生活支援 ８ 58／89 58／89 58／89 
 （７）生活支援体制の整備 ４ 14／46 13／46 35／46 
 （８）要介護状態の維持・改善の状況等 ４ 60／60 60／60 60／60 

Ⅲ 介護保険運営の安定化
に資する施策の推進 

 （１）介護給付の適正化 ６ 42／59 42／59 42／59 
 （２）介護人材の確保 ２ 12／24 12／24 12／24 

 合計 65 471／692 
（68.1%） 

490／692 
（70.8%） 

494／692 
(71.4%) 

【参考】 
 ● 全 国 平 均：428.6 点 （61.9%） 
 ● 長崎県平均：490.6 点 （70.9%）  
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２ 介護保険保険者努力支援交付金について 
 （１）介護保険保険者努力支援交付金とは 
   令和２年度から創設された交付金であり、公的保険制度における介護予防の位置付けを高めるため、介護予防・健康づくり

に対する取組が重点的に評価される。 
   保険者機能強化推進交付金が「基本的な項目及び予防・健康づくりに関する項目」を評価することに対し、介護保険保険者

努力支援交付金については、「予防・健康づくりに関する項目のうち重要な項目」が評価される。 
   また、従前の保険者機能強化推進交付金と区分して規定し、その使途を介護予防及び重度化防止に係る取組に限定される。 
 

● 各交付金の充当先 

保険者機能強化推進交付金 
○ 地域支援事業費、保健福祉事業費等の第一号保険料相当分 
○ 市町村が一般会計で行う高齢者の予防・健康づくりに資する取組等 

介護保険保険者努力支援交付金 

○ 予防・健康づくりのみに活用 
 ※要介護状態及び要支援状態の予防、軽減、悪化の防止に関する取組のうち、 

①介護予防・日常生活支援総合事業 
②包括的支援事業のうち、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、在宅医療介護連携推進事
業、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業に係る第１号保険料相当部分 

 
（２）国の交付金の予算額 

   200 億円（うち、市町村分は約 190 億円） 
 
（３）今後のスケジュール 
  令和２年 11 月頃に交付金の内示がある予定であり、本組合としては、今後交付金の使途を検討する。  
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